
障
害
福
祉
計
画

　

第
１
期
安
城
市
障
害
福
祉
計
画
を
見
直
し
、
今
年
度
か
ら
３
年
間
を
計
画
期
間
と
し
た
第
２
期
安
城
市
障

害
福
祉
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
詳
細
は
障
害
福
祉
課
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
中
央
・
地
区
公
民
館
、
市

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
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策
定
理
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基
本
理
念（
テ
ー
マ
）

　

わ
か
り
あ
い　

み
と
め
あ
い　

さ
さ
え
あ
う

　
　

〜
み
ん
な　

し
あ
わ
せ　

安
城
市
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基
本
方
針

●
地
域
生
活
へ
の
移
行
の
推
進
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●
一
般
就
労
の
促
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●
相
談
支
援
体
制
の
充
実
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み
量
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サービスの内容

●介護給付

サービス内容サービス名
身体介護…入浴・排せつ・食事の介護など身体の介護を行います。
家事援助…調理・掃除・洗濯など家事の援助を行います。

居宅介護（ホーム
ヘルプ）

重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴・排せ
つ・食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。重度訪問介護

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外
出時などに危険を回避するための支援を行います。行動援護

介護の必要性が極めて高い人に、居宅介護など複数のサービスを包
括的に行います。

重度障害者等包
括支援

障害児に日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応
訓練などを行います。

児童デイサービ
ス

自宅で介護ができない場合に、短期間、施設へ入所します。短期入所（ショー
トステイ）

医療と常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、
看護、介護や日常生活の世話を行います。療養介護

常に介護が必要な人に、昼間に施設で入浴・排せつ・食事の介護や
創作的活動、生産活動などの機会を提供します。生活介護

施設に入所している人に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護
などを行います。施設入所支援

共同生活を行う住居で、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護な
どを行います。

共同生活介護（ケ
アホーム）

第２期安城市 策定障 害 福 祉 計 画

●訓練等給付

サービス内容サービス名
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や
生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練（機能訓
練・生活訓練）

一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や
能力の向上のための訓練を行います。就労移行支援

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識
や能力の向上のための訓練を行います。（Ａ型…雇用型、Ｂ型…非雇用型）

就労継続支援（Ａ
型・Ｂ型）

共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を
行います。

共同生活援助（グ
ループホーム）

●旧法施設支援

区分施設種別障害種別

入所・通所
更生施設・療護施設・授産施設身体障害者
更生施設・授産施設・通勤寮知的障害者

※旧法施設については、平成２３年度末までに新法サービス（介護給付・訓練等給付）に移
行する予定です。

●地域生活支援事業（主なサービス）

サービス内容サービス名
屋外での移動が困難な人に、外出のための支援を行います。移動支援
日中における活動の場所を提供し、見守りなどを行います。日中一時支援

機能訓練、創作的活動、入浴サービスなどを行います。地域活動支援セ
ンター

移動入浴車により自宅に浴槽を搬入し、入浴サービスを提供します。訪問入浴
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